
 

 

令和５・６年度 

汚泥再生処理センター整備基本計画策定業務 

及び PFI等導入可能性調査業務委託 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

令和５年４月 

黒川地域行政事務組合 



- 1 - 

第１章 総 則 

 

本仕様書は、黒川地域行政事務組合（以下、「本組合」という。）が委託する「汚泥再生処理

センター整備基本計画策定業務」及び「ＰＦＩ等導入可能性調査業務委託」（以下、「本業務」

という。）」に適用する。 

 

第１節 業務の目的 

本業務は、本組合が整備を計画している汚泥再生処理センターについて、整備するにあた

っての基本事項、設備要件等を比較、検討し、施設整備基本計画として策定するとともに、

建設及び運営を含めた整備事業として、ＰＦＩ（ＤＢＯ方式を含む。）の導入可能性について、

調査、検討することを目的とする。 

 

第２節 業務の名称及び履行期間 

〇業務の名称：令和５・６年度 汚泥再生処理センター整備基本計画策定業務及び 

ＰＦＩ等導入可能性調査業務委託 

〇履行期間 ：契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

第３節 業務の概要 

１．対象地域 

本組合全域（富谷市及び黒川郡大和町・大郷町・大衡村） 

２．業務の内容 

   ① 汚泥再生処理センター整備基本計画策定 

    ② 汚泥再生処理センターＰＦＩ等導入可能性調査 

本業務の内容は、第２章 特記仕様書による。 

 

第４節 関係法令の遵守 

本業務を実施するに際し、以下に示す主な図書及び法令、基準、指針等を遵守するものと

する。なお、本業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するも

のとする。 

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令・施行規則 

② 汚泥再生処理センター性能指針 

③ 汚泥再生処理センター整備に係る計画・設計要領 

④ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法） 
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⑤ ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府） 

⑥ ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン（内閣府） 

⑦ ＶＦＭに関するガイドライン（内閣府） 

⑧ 契約に関するガイドライン-ＰＦＩ事業契約における留意事項について-（内閣府） 

⑨ その他本組合が必要と認める図書等 

 

第５節 資料の貸与 

本業務の遂行上、調査すべき事項は受託者が行うものとするが、本組合が所有し貸出可能

な資料は、所定の手続きを経て貸与する。 

 

第６節 機密の保持 

受託者は、コンサルタントとして中立性を厳守するとともに、本業務の遂行上知り得た秘

密事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

第７節 届出等 

本業務の着手及び完了にあたっては、下記書類を提出し承諾を受けること。 

① 着手届 

② 工程表 

③ 管理技術者等届（経歴書添付） 

④ 完了届 

⑤ その他必要な書類 

 

第８節 主任技術者等の配置 

受託者は、管理技術者及び担当技術者を配置し、秩序正しく業務を遂行させるとともに、

成果品の品質を確保するために照査技術者を選任するものとする。 

なお、配置する技術者は、次の条件を満たしていること。 

① 管理技術者、照査技術者及び担当技術者は、受託者に在籍している被雇用者であるこ 

と。 

② 管理技術者及び照査技術者は、し尿処理施設について十分な知識及び能力を持ち、平 

成３０年４月から令和５年３月までの間に、東北地方６県（青森県、岩手県、宮城県、

秋田県、山形県、福島県）の国または地方公共団体が発注した、汚泥再生処理センター

に係る「整備基本計画」及び「PFI等導入可能性調査」の各業務を適切に履行した実績

を有すること。 
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③ 担当技術者は、し尿処理施設について十分な知識及び能力を持ち、国または地方公共 

団体が発注した、汚泥再生処理センターに係る「整備基本計画」及び「PFI等導入可能

性調査」の各業務を適切に履行した実績を有すること。 

④ 管理技術者及び照査技術者は、技術士（衛生工学部門：廃棄物管理）の資格を有する 

者とし、それぞれの技術者を兼ねることはできない。 

⑤ 管理技術者は、各打合せ協議への出席を必須とする。 

 

第９節 関係官公庁等との協議 

本組合が、関係官公庁等との協議を必要とする場合、あるいは協議を求められた場合は、

受託者は誠意をもってこれにあたるものとする。 

 

 

第１０節 議事録 

受託者は、打合せ及び協議の都度、議事録を作成し提出すること。 

 

第１１節 疑義の解決 

本委託業務仕様書記載事項に疑義や定めのない事項が生じた場合、受託者は本組合と十分

な打合せまたは協議を行って、自己解釈することなく、本組合の意向を十分に理解し、業務

を遂行するものとする。 

 

第１２節 業務内容の変更、停止 

本組合が必要と認めた時は、業務の変更もしくは停止を命ずることができる。この場合の

変更については、本組合、受託者協議の上、契約金額を増減する。 

 

第１３節 成果品の審査 

受託者は、業務完了時に本組合の審査を受けなければならない。その結果、訂正等を指示

されたものについては速やかに訂正等を行わなければならない。 

 

第１４節 引渡し 

成果品の審査に合格後、成果品を一式納品し、業務の完了とする。 
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第１５節 成果品 

① 汚泥再生処理センター整備基本計画書 Ａ４版 20部 

② 汚泥再生処理センターＰＦＩ等導入可能性調査報告書 Ａ４版 20部 

③ ①及び②の概要要約版 Ａ３版 各 20部 

④ 打合せ、協議議事録  １式 

⑤ その他発注者が必要とする資料  １式 

⑥ 上記報告書の電子媒体 CD-R 1式 

 

第１６節 支払条件 

初年度分：契約金額の１００分の３０程度の額とし、落札者と協議とする。 

次年度分：契約金額の残り全額を支払うものとする。 
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第２章 特記仕様書 

 

第１節  汚泥再生処理センター整備基本計画 

本計画は、本組合に整備する汚泥再生処理センターについて、施設整備に必要な施設規模、

計画性状の設定、水処理方式および資源化方式等の施設整備上の基本事項を比較、検討する

ことを目的として実施する。 

 

１．基本条件の確認、整理 

本計画策定上の施設の基本条件について確認、整理する。基本条件は概ね以下のとお

りとする。 

(1) 処理対象 

(2) 計画処理量 

(3) 建設場所 

(4) 工事の基本方針 

(5) 処理水放流先 

(6) 予定工期 

 

２．既存し尿処理施設の状況 

計画施設の整備計画に際して、現在、本組合のし尿等を処理しているし尿処理施設の状

況について、実施済みの精密機能検査報告書等の既存資料を参考にとりまとめる。 

(1) 沿革 

(2) 既存し尿処理施設の概要 

施設の概要として、施設名称、所在地、敷地面積、建物面積、処理能力、処理方式、

処理目標水質（放流水質）、竣工年月、放流先等を表としてとりまとめる。 

(3) 運転管理状況 

管理体制として、維持管理人員、その体制、勤務時間、資格保有者の種類と員数、

収集体制等を表としてとりまとめる。また、施設の運転状況を処理工程別にまとめる。 

(4) 設備装置の状況調査 

処理工程別に設備装置の状況、補修費、補修概要及び維持管理費等についてまとめ

る。 

(5) し渣、浄化槽汚泥等の処分または有効利用状況 

し渣、浄化槽汚泥等の発生量、処分先、処分量等についてまとめる。また、沈砂類の

処理及び処分方法や量、水槽類の清掃頻度等についても把握する。 
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(6) 既存施設に係る問題点等のまとめ 

既存し尿処理施設の状況を把握する中で明らかとなった、既存施設に係る問題点等を

整理し、新施設の整備計画に反映すべき事項としてとりまとめる。 

 

３．し尿等の性状分析 

し尿、浄化槽汚泥等の性状について、実測調査を行い、分析データについて整理、解

析する。 

(1) 調査区域：組合圏域内 

(2) 調査対象：し尿、浄化槽汚泥、農集排汚泥 

(3) 調 査 数：１２検体（し尿 2、浄化槽汚泥 3、農集排汚泥 1 を各 2 回） 

(4) 分析項目：ｐＨ，ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，Ｔ-Ｎ，Ｔ-Ｐ，ＰＯ4-Ｐ，Ｃｌ-， 

n-ヘキサン抽出物質（鉱油類、動植物油脂類） 

 

４．計画処理量及び計画性状の設定 

(1) 計画処理量の設定 

最新年度の処理量実績等を考慮して、本組合で予測した計画処理量の推計結果を参考

に、施設の処理対象物及び計画処理量を設定する。 

〇し尿、浄化槽汚泥等の処理量 

〇計画処理量の設定 

(2) 計画性状の設定 

し尿、浄化槽汚泥等の処理対象物について、既存施設の分析データ及び性状分析結

果等から計画性状を設定する。 

 

５．公害防止基準の調査・設定と基本対策 

施設の建設予定地の公害防止上の各種規制及び基準についてまとめるとともに、施設

所在地周辺の状況および汚泥再生処理センターとしての排水基準値等を勘案して、各種

規制及び基準の調査、設定（自主規制値、上乗せ基準含む）を行う。 

また、公害防止及び環境保全上配慮すべき基本的な対策についても提示する。 

(1) 施設所在地の概況 

(2) 悪臭に係る規制基準と基本対策 

(3) 水質に係る規制基準と基本対策 

(4) 騒音、振動に係る規制基準と基本対策 

(5) 景観対策等 
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６．水処理方式及び資源化方式の検討 

生活排水処理基本計画等のし尿、浄化槽汚泥等の処理に係る基本方針等を踏まえ、ま

た、当該地域の状況、現有のし尿処理施設の処理状況及びし尿、汚泥を含む有機性廃棄

物の処理、資源化に関する動向等を勘案し、計画施設の水処理、資源化方式について検

討する。 

なお、各処理方式の検討に際しては、「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再

生処理センター等の性能に関する指針について」（平成１２年１０月６日付生衛発第１

５１７号厚生省生活衛生局水道環境部長通知（平成１５年１２月１９日一部改正））及び

その後の関連通知を遵守するとともに、近年の技術動向等も十分踏まえて実施すること。 

(1) 水処理方式 

近年建設されている汚泥再生処理センターで採用の主流となっている次の処理方式

について総合的に比較検討して、建設予定地の状況を勘案して、計画施設に最適な処

理方式を提案する。 

〇標準脱窒素処理方式 

〇高負荷脱窒素処理方式 

〇膜分離高負荷脱窒素処理方式 

〇浄化槽汚泥混合比率の高い膜分離高負荷脱窒素処理方式 

(2) 資源化方式 

汚泥再生処理センターの採択メニューであげられている資源化方式から、特徴、必

要に応じてその設備構成、近年の導入（採用）動向、本組合への導入適応性等を把握

し、本組合に最適な資源化方式を提案する。 

 

７．処理設備計画 

処理設備の計画に際しては、建設予定地の状況を十分踏まえ、『汚泥再生処理センター

等施設整備の計画・設計要領』を十分理解して実施する。 

なお、各設備計画については、「６．水処理方式及び資源化方式の検討」において選定

された処理方式に合わせた設備構成で取りまとめること。 

(1) 水処理設備計画 

① 受入貯留設備計画 

受入、破砕、除渣、除砂、貯留等の各設備について計画する。 

② 主処理設備計画 

プラントメーカー各社の技術の相違点等を十分理解の上、共通点を引き出し、特定の
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プラントメーカーに偏ることのないよう十分留意して設備計画する。 

③ 高度処理設備計画 

高度処理方式については、近年の汚泥再生処理センターにおける高度処理設備設置

の状況等を勘案して計画する。 

④ 消毒処理設備計画 

処理水の消毒は塩素剤によるもののほか、近年の動向等を勘案しながら、消毒処理

方法、その設備について計画する。 

⑤ 汚泥処理設備計画 

汚泥処理設備計画として、各種の汚泥脱水機等を比較し、水（し尿）処理方式、資源

化方式に見合った最適な機種を提案する。 

⑥ その他の設備計画 

(2) 資源化設備計画 

選定された資源化方式に見合った設備構成を検討、提案する。 

また、資源化製品について、その量、貯留、流通、需要、利用可能性等の課題事項をと

りまとめる。 

(3) 脱臭設備計画 

し尿、浄化槽汚泥及び有機性廃棄物の処理に伴って発生する臭気について、適正な

臭気捕集方法を提案し、また、臭気の質に応じた脱臭方式等について検討し、最適案

を提案する。 

 

８．共通設備計画 

施設の共通設備について、以下の事項についてまとめる 

(1) 機械配管設備 

各種ポンプ、プロワ、ホッパ、コンベヤ、薬品タンク、点検歩廊・階段等の機械共

通設備について計画する。また、配管・ダクト計画、材質、弁類等配管設備について

の基本事項を設定する。 

(2) 土木建築設備 

計画施設に係る土木建築設備に関して以下の事項について計画する。 

① 処理及び管理に係る必要な部屋 

② 主要構造種別（鉄筋コンクリート造，鉄骨造等） 

③ 付帯設備の規模等（車庫、駐車場、構内道路、門・囲障、緑地部等） 

④ 計画施設建設計画（工事概略工程） 

⑤ 全体レイアウト、動線計画 
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(3) 電気計装設備 

計画施設に係る電気計装設備に関して以下の事項について計画する。 

① 受電方法、引込み方法 

② 配電方法 

③ 計装対象、監視制御方法 

④ 高調波対策等 

(4) ユーティリティ計画 

計画施設に係るユーティリティ計画として、次の事項について計画する。 

① 電気、電話 

② 上水、希釈水、プロセス用水 

③ 薬品、活性炭等 

④ ガス 

⑤ 雨水排水等 

 

９．施設管理及び運営方針等 

(1) 施設管理及び運営方針 

本組合の方針等を踏まえ、近年の施設運転管理の動向等を勘案して、施設の運転時

間、人員配置計画、労働安全衛生対策等の管理及び運営方針について明らかにする。 

(2) 概算事業費の算出 

施設整備事業費を既存資料や過去の発注実績等を参考に算出する。 

 

10．施設計画概要及び施設計画図等の作成 

以上の検討結果等をもとに、施設計画概要及び図面等を作成する。 

(1) 施設計画概要 

設計概要、施設概要、計画に関する基本事項等についてとりまとめる。 

(2) 発生源条件のまとめ 

騒音、振動、臭気等の発生源条件をまとめる。 

(3) 事業実施スケジュール 

工事発注準備から施設供用開始までのスケジュールを明らかにする。 

(4) 施設計画図 

施設全体配置計画図、処理フローシート等を作成する。 

 



- 10 - 

第２節  汚泥再生処理センターＰＦＩ等導入可能性調査業務 

汚泥再生処理センターＰＦＩ等導入可能性調査業務は、本施設の整備、運営において、従

来からの公共事業手法に代わる新たな手法である、民間の資金や建設/運営のノウハウを活用

するＰＦＩ等民間活力の導入可能性について調査、検討を行うものである。 

 

１．事業手法検討に係る基礎調査 

(1) 概略事業スキームの検討 

事業スキームについて概略の検討を行う。検討にあたっては、独立採算性、ジョイン

トベンチャー型、サービス購入型等の事業類型のあり方、官民の役割分担の在り方観点

を踏まえるものとする。 

(2) 過去事例調査 

過去のＰＦＩ等の事例について、概要及び特徴についてとりまとめる。 

(3) 法的課題の整理 

上記事業の実施に際して、現行法における課題を整理する。 

(4) 支援措置等の検討 

公的補助、税制上の支援、土地の貸与形態や金融上の支援措置等、民間事業者の事

業参入意欲を高めるとともに、事業採算性向上の支援措置について検討する。 

(5) 概要条件書の作成 

民間事業者への参入意向調査に必要な概要条件書（施設概要、事業範囲、事業規模 等）

を作成する。 

 

２．民間事業者の参入意向調査 

応募時における民間事業者のノウハウに基づく創意工夫、競争性、公平性を確保する

ため、コンソーシアムの代表企業となる可能性の高い企業に対して参加意欲、募集要件

等についてアンケート調査を実施し、その結果を取りまとめる。 

 

３．経済性の評価 

民間事業者の意向調査結果をもとに、経済性の検討を行う。 

(1) 総事業費の算出 

従来型公共事業で実施した場合の事業費（ＰＳＣ）とＰＦＩ事業で実施した場合の事

業費（ＰＦＩ事業のＬＣＣ）を算出する。 
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(2) ＶＦＭの評価 

ＰＦＩ事業で実施した場合のリスク調整等について検討するとともに、（1）の結果

を踏まえＰＦＩ導入で期待されるＶＦＭによる財政支出の削減効果を算出する。 

(3) 事業成立可能性シミュレーション 

上記の検討結果から有効だと思われる手法について、感応度分析等を用いて事業成

立の可能性を探る。具体的には、事業化に際して影響を及ぼすと考えられる項目を抽

出し、それらを操作的に変動させることで事業成立の条件等を検討する。 

 

４．事業手法の総合評価 

これまでの検討結果を総合的に評価し、本事業において有効であると思われる事業手

法を選定する。 

(1) 事業性評価 

基礎調査結果、民間事業者意向調査、経済性の評価の各結果を総合的に判断し、

本事業における事業手法について評価、選定を行う。 

(2) 事業実施における事業工程と課題 

(1)で選定した事業手法を用いて事業化した場合の事業工程を検討する。また、考

えられる課題を整理する。 

(3) 発注方法の検討 

(1)で選定した事業手法を用いて事業化する場合の発注方法について検討する。 

 

 

 


